
凡　

例

一
、�

漢
字
は
原
則
と
し
て
、
現
行
の
字
体
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
異
体
字
・
か
な
記
号
な
ど
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の

も
あ
る
。
合
字
の

（
よ
り
）
な
ど
は
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

一
、�

人
物
名
に
関
し
て
は
、
親
鸞
聖
人
は
「
宗
祖
」
と
し
、
本
願
寺
歴
代
に
は
「
宗
主
」
を
付
し
た
。
そ
の
他
、
真
宗

他
派
の
歴
代
上
人
な
ど
へ
の
尊
称
は
用
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
文
章
表
現
に
も
敬
語
を
用
い
ず
、
死
没
の
表
現
は

宗
祖
の
み
「
示
寂
」
と
し
、
他
は
「
死
去
」「
没
」
と
し
た
。

一
、�

引
用
史
料
に
は
適
宜
、
読
点
を
施
し
た
。
漢
文
の
史
料
に
は
返
り
点
を
付
し
、
仮
名
主
体
の
史
料
に
は
適
宜
、
右

側
に
漢
字
を
傍
記
し
た
。

一
、
明
ら
か
に
誤
記
と
判
断
で
き
る
場
合
は
、
傍
注
に
正
し
い
表
記
を
付
し
た
り
、（
マ
マ
）
な
ど
と
注
記
し
た
。

一
、
改
元
の
あ
っ
た
年
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
年
の
初
め
か
ら
新
年
号
で
表
記
し
た
。

一
、�

出
典
史
料
の
所
蔵
お
よ
び
同
史
料
の
刊
行
物
所
収
に
関
し
て
、
本
文
中
に
注
記
す
る
場
合
は
、
同
じ
史
料
出
典
・

所
蔵
が
頻
出
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
章
お
よ
び
当
該
節
の
最
初
の
掲
出
時
で
示
し
た
。
著
名
な
史
料
集
に

つ
い
て
は
、
編
著
者
名
を
省
略
し
た
。『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
史
料
編
の
引
用
に
つ
い
て
は
、『
史
料
編
』

第
二
巻
の
よ
う
に
略
記
し
た
。

一
、�

本
巻
の
出
典
史
料
は
、
ほ
と
ん
ど
が
本
願
寺
の
所
蔵
な
ら
び
に
本
願
寺
史
料
研
究
所
の
保
管
、
龍
谷
大
学
の
所
蔵



で
あ
る
。
ま
た
旧
版
『
本
願
寺
史
』
第
三
巻
の
史
料
を
引
用
し
た
場
合
も
あ
る
。
な
お
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管

は
本
文
中
に
「
史
料
研
保
管
」
と
略
称
し
た
。

一
、�

出
典
史
料
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
既
刊
の
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
年
表
』
の
各
項
目
も
、
合
わ
せ
て
参

照
さ
れ
た
い
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
適
宜
注
記
し
た
。

一
、�

本
書
の
中
に
は
、
当
時
の
差
別
的
名
称
で
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
差
別
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

当
時
の
歴
史
状
況
を
正
し
く
認
識
し
、
そ
の
解
消
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。

一
、�

外
国
名
・
外
国
地
名
・
都
市
の
漢
字
表
記
は
、
日
本
の
漢
字
の
音
訓
を
借
り
て
そ
の
語
の
表
記
に
あ
て
た
も
の
が

あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
歴
史
状
況
を
的
確
に
示
す
目
的
で
日
本
統
治
下
の
地
名
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
部
分
が
あ

る
。
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織
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二
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三

四　

大
学
林
・
文
学
寮
・
仏
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仏
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二
九
一
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大
学
……
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
二
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三
〇
五

第
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婦
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仏
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日
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五
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…
…
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三
八
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一　

明
如
宗
主
と
そ
の
時
代

徳
如
新
門　

広
如
宗
主
に
は
初
め
四
男
一
女
が
い
た
が
、
相
次
い
で
早
世
し
た
た
め
、
鷹た
か
つ
か
さ
す
け
ひ
ろ

司
輔
煕
の
末
男
（
守
君
）

を
実
弟
と
し
て
縁
組
み
し
た
が
、
入
家
せ
ず
に
夭
逝
し
た
。
そ
の
た
め
、
異
母
妹
の
常
（
の
ち
幹も
と

、
安
政
三
年
十
一
月
朔

日
改
名
）
を
養
女
と
し
て
鷹
司
家
か
ら
迎
え
た
も
の
の
継
嗣
が
な
か
っ
た
の
で
、
河
内
顕
証
寺
摂せ
っ

真し
ん

（
本
淳
）
の
長
男

実
枝
を
迎
え
た
（「
御
日
記
」 

史
料
研
保
管
）。

実
枝
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
十
二
月
十
七
日
の
誕
生
で
、
母
は
愛
楽
院
と
い
う
。
実
枝
は
広
如
宗
主
の
猶
子

と
し
て
得
度
、
法
名
広
淳
、
院
号
普
賢
院
と
し
た
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
五
月
十
七
日
、
二
十
四
歳
で
宗
主
の
養

嗣
と
し
て
本
願
寺
に
入
り
、
諱
を
光
威
と
改
め
、
法
名
を
徳と
く

如に
ょ

と
改
称
し
た
。
六
月
に
九
条
尚ひ
さ

忠た
だ

の
猶
子
と
な
り
、

七
月
に
新
門
跡
と
称
し
た
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
一
月
二
十
二
日
に
は
大
僧
正
に
昇
任
し
た
（「
徳
如
新
門
任
大
僧
正

口
宣
案
」
本
願
寺
所
蔵
・
教
海
一
瀾
社
編
『
広
如
上
人
芳
績
考
』 

教
海
一
瀾
社 
明
治
三
十
五
年
）。

な
お
、
新
門
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
二
月
に
幹
と
婚
儀
を
あ
げ
て
、
翌
年
九
月
に
枝し
げ

子こ

が
誕
生
し
た
。
枝
子

は
後
に
明
如
宗
主
の
室
と
な
っ
た
（『
広
如
上
人
芳
績
考
』）。
幹
は
安
政
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
十
八
歳
で
没
し
た
。
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二

光
雲
院
如
空
と
い
う
。

徳
如
新
門
の
死
没　

徳
如
新
門
は
、
周
防
の
妙
円
寺
月
性
・
近
江
の
覚
成
寺
超
然
・
山
城
の
願
成
寺
礼
厳
・
摂
津

の
常
見
寺
明
朗
な
ど
勤
王
僧
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
と
交
流
を
も
ち
、
尊
皇
攘
夷
の
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
。
蛤
御
門
の

変
や
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
な
ど
に
際
し
て
、
広
如
宗
主
や
明
如
新
々
門
ら
と
と
も
に
政
情
の
変
化
に
対
応
し
て
い
た
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
二
月
八
日
に
は
、
新
政
府
へ
の
献
金
の
た
め
摂
津
・
河
内
・
和
泉
な
ど
を
巡
教
し
、
さ
ら
に

明
治
天
皇
の
行
幸
を
津
村
別
院
で
迎
え
る
な
ど
、
宗
主
を
支
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
多
難
な
状
況
が
続
く
な
か
、

新
門
は
病
に
臥
し
て
、
明
治
元
年
閏
四
月
十
四
日
、
四
十
三
歳
で
没
し
た
。
院
号
は
信
歓
院
と
い
う
（『
広
如
上
人
芳

績
考
』）。
二
十
五
日
に
葬
儀
が
本
願
寺
境
内
南
集
会
所
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
、
五
月
十
九
日
に
大
谷
本
廟
に
納
骨
さ

れ
た
。

明
如
宗
主
の
誕
生　

第
二
一
代
明
如
宗
主
は
、
嘉
永
三
年
二
月
四
日
、
本
願
寺
内
の
永
春
館
で
誕
生
し
た
。
広
如

宗
主
の
五
男
で
、
童
名
は
峩た
か

と
い
う
。
母
は
蔵く
ろ

人う
ど

所ど
こ
ろの
岡
田
栄
柄
の
娘
為
子
（
す
て
、
長
門
・
玉
櫛
と
称
す
）
と
い
う
。

同
母
の
弟
妹
に
は
沢た
く

依え

（
摂
津
本
照
寺
日
野
摂
喜
の
養
子
）・
朴な
お

子こ

（
播
磨
亀
山
本
徳
寺
・
大
谷
昭
然
の
妻
）
が
い
た
。
生
母
の

為
子
は
、
広
如
宗
主
の
没
後
、
蓮
界
院
寿
照
と
称
し
た
。

明
如
の
得
度
・
新
々
門　

峩
は
、
安
政
二
年
四
月
二
十
五
日
初
め
て
大
谷
本
廟
に
参
拝
、
御
堂
で
の
日
中
・
逮
夜

法
要
前
に
焼
香
を
し
た
。
四
年
二
月
五
日
、
八
歳
の
時
に
、
徳
如
新
門
の
意
向
に
よ
り
新
門
の
養
子
と
し
て
継
嗣
と

定
め
ら
れ
、
二
月
十
九
日
に
は
九
条
尚
忠
の
猶
子
と
な
っ
た
（「
奥
日
次
抄
」 

本
願
寺
室
内
部
編
『
明
如
上
人
日
記
抄
』
前
編 

本
願
寺
室
内
部 

昭
和
二
年
）。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
二
月
二
十
一
日
、
十
一
歳
で
得
度
、
諱
を
光こ
う

尊そ
ん

、
法
名
を
明
如
と
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三

し
た
。
光
尊
の
諱
は
、
青
蓮
院
宮
尊そ
ん

融ゆ
う

法
親
王
（
久く
に
の
み
や

邇
宮
朝あ
さ

彦ひ
こ

親
王
）
よ
り
受
け
た
も
の
で
、
檀
紙
三
折
に
光
尊
と
染

筆
し
、
剃
刀
二
挺
を
添
え
て
贈
ら
れ
た
。
明
如
は
新
々
門
と
称
し
た
。
新
々
門
に
は
、
得
度
の
即
日
に
法
眼
・
大
僧

都
の
勅
許
が
あ
り
、
十
二
月
四
日
に
僧
正
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
正
月
二
十
三
日
に
法
印
、
さ
ら
に
三
年
十
二
月

十
八
日
に
は
、
十
四
歳
に
し
て
大
僧
正
に
昇
任
し
た
（「
奥
日
次
抄
」）。
明
如
新
々
門
は
若
く
し
て
和
歌
な
ど
を
詠
み
、

雅
号
を
六ろ
っ

華か

・
梅ば
い

窓そ
う

、
字
を
子
馨
と
し
た
。

新
々
門
の
動
向　

明
如
新
々
門
は
、
本
願
寺
内
で
の
仏
事
・
行
事
へ
の
出
仕
の
み
な
ら
ず
、
地
方
へ
の
巡
教
、
朝

廷
へ
の
伺
い
や
宮
家
・
公
卿
と
の
交
流
、
諸
本
山
へ
の
出
向
な
ど
、
広
如
宗
主
を
補
助
す
る
寺
務
に
あ
た
っ
て
い
た
。

文
久
二
年
三
月
二
十
日
に
は
本
願
寺
を
発
っ
て
、
日
野
沢
依
と
と
も
に
津
村
別
院
・
堺
別
院
・
西
宮
・
神
戸
な
ど

を
巡
教
し
て
、
四
月
十
五
日
に
帰
山
し
た
。
三
年
二
月
二
十
四
日
の
一
橋
慶
喜
の
入
京
に
あ
た
っ
て
本
願
寺
で
出
迎

え
た
。
慶
喜
は
御
堂
に
参
拝
、
飛
雲
閣
に
立
ち
寄
り
、
徳
如
新
門
は
百
華
園
で
こ
れ
を
饗
応
を
し
た
（「
奥
日
次
抄
」）。

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
十
九
日
の
蛤
御
門
の
変
に
と
も
な
っ
て
京
都
市
中
に
大
火
が
広
が
っ
た
た
め
、
明
如

新
々
門
は
広
如
宗
主
・
徳
如
新
門
ら
と
御
本
尊
・
御
真
影
な
ど
を
奉
じ
て
大
谷
本
廟
に
退
き
、
同
夜
、
再
び
山
科
別

院
へ
立
ち
退
い
た
。本
願
寺
で
は
北
小
路
総
門
・
学
林
・
総
会
所
な
ど
が
焼
失
し
た
。七
月
二
十
五
日
早
朝
に
明
如
新
々

門
は
、
御
本
尊
・
御
真
影
を
奉
じ
て
帰
山
し
た
（「
奥
日
次
抄
」）。

明
治
元
年
一
月
三
日
に
広
如
宗
主
や
徳
如
新
門
・
明
如
新
々
門
・
家
臣
な
ど
が
飛
雲
閣
で
「
王
政
復
古
の
大
号
令
」

へ
の
対
応
を
協
議
し
て
い
る
さ
な
か
に
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
が
は
じ
ま
り
、
徳
如
新
門
ら
は
家
臣
ら
と
御
所
猿
ケ
辻

で
の
警
備
に
あ
た
り
、
明
如
新
々
門
は
御
真
影
を
大
谷
本
廟
へ
、
さ
ら
に
山
科
別
院
へ
移
し
た
（「
奥
日
次
抄
」）。
そ
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四

し
て
明
如
新
々
門
は
徳
如
新
門
と
交
替
で
御
所
警
備
に
あ
た
っ
た
。

本
願
寺
は
、
朝
廷
側
の
軍
資
金
不
足
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
四
日
に
三
〇
〇
〇
両
、
五
日
に
五
〇
〇
〇
両
を
献
じ

た
。
五
日
に
は
、
本
願
寺
は
摂
津
・
加
賀
・
能
登
・
越
前
・
越
中
・
越
後
な
ど
に
使
僧
を
派
遣
し
て
、
門
徒
を
京
都

へ
派
遣
す
る
よ
う
促
し
、
さ
ら
に
中
国
・
九
州
に
も
人
員
の
派
遣
を
求
め
た
。

明
如
新
々
門
は
、
八
日
に
山
科
か
ら
年
始
に
あ
た
り
参
内
し
、
翌
日
、
御
真
影
を
奉
じ
て
帰
山
し
た
。
十
六
日
の

明
治
天
皇
の
元
服
に
際
し
て
参
内
し
、
そ
の
際
参
殿
し
て
い
た
土
佐
の
山
内
容
堂
と
対
面
し
た
。
二
十
四
日
に
政
府

か
ら
北
陸
鎮
撫
に
あ
た
っ
て
地
域
の
門
徒
を
慰
諭
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
近
江
の
明
性
寺
空
巌
・
福
正
寺
僧そ
う

宣せ
ん

、

京
都
の
阿
褥
寺
泰
応
・
願
成
寺
礼
厳
ら
を
派
遣
し
た
。
二
月
六
日
、
日
野
沢
依
は
長
門
に
出
向
し
、
徳
如
新
門
が
摂

津
・
河
内
・
和
泉
に
巡
教
し
て
、
維
新
の
朝
旨
を
懇
諭
し
た
。

天
皇
の
大
阪
行
幸
に
と
も
な
い
津
村
別
院
が
行
在
所
と
な
っ
た
た
め
、
三
月
二
十
一
日
に
明
如
新
々
門
は
大
阪
へ

発
ち
、
二
十
三
日
、
徳
如
新
門
ら
と
明
治
天
皇
を
迎
え
た
。
閏
四
月
十
日
に
は
明
如
新
々
門
は
広
如
宗
主
と
参
内
し
、

そ
の
際
勅
語
を
承
け
、
鶴つ
る

沢さ
わ

探た
ん

真し
ん

筆
の
金
壁
花
鳥
御
小
屛
風
一
双
を
贈
ら
れ
た
（「
奥
日
次
抄
」）。

こ
の
よ
う
な
め
ま
ぐ
る
し
い
政
情
の
も
と
徳
如
新
門
が
没
し
て
、
六
月
五
日
に
明
如
新
々
門
は
新
門
に
就
任
し
た

（「
奥
日
次
抄
」）。

明
如
新
門
は
、
翌
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
、
近
江
・
美
濃
・
尾
張
・
伊
勢
な
ど
を
草
鞋
竹
杖
の
姿
で
巡
教
し
、
四

月
十
日
に
帰
山
し
た
。
三
年
四
月
九
日
に
は
、
初
め
て
上
京
し
て
「
天
機
伺
」
し
、
八
月
二
十
四
日
に
帰
山
し
た
。

四
年
八
月
十
二
日
、
新
門
は
上
京
の
た
め
に
津
村
別
院
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
宗
主
の
重
体
の
報
が
届
い
て
、
急
い
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五

で
十
七
日
に
帰
山
し
た
（「
奥
日
次
抄
」）。

広
如
宗
主
の
直
命　

広
如
宗
主
は
、
明
治
元
年
九
月
、
龍
谷
会
に
参
勤
し
た
法
中
に
直
命
を
発
し
た
（
本
願
寺
所
蔵
・

明
如
上
人
伝
記
編
纂
所
編
『
明
如
上
人
伝
』
明
如
上
人
二
十
五
回
忌
臨
時
法
要
事
務
所 

昭
和
二
年
）。

こ
の
直
命
で
広
如
宗
主
は
、「
王
政
御
一
新
」
に
「
勤
王
之
志
」
を
も
っ
て
「
皇
恩
」
に
報
い
る
よ
う
宗
門
の
「
改

正
」
に
着
手
し
、「
法
義
の
上
」
か
ら
「
第
一
往
生
浄
土
之
安
心
決
得
の
上
、
他
力
仏
恩
之
称
名
を
嗜
み
、
王
法
を

本
と
し
仁
義
之
道
」
に
背
か
な
い
と
い
う
真
俗
二
諦
説
の
「
法
義
相
続
」
を
「
勿
論
之
事
」
と
し
た
。「
異
教
」
で

あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
「
蔓
延
」
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、
僧
侶
が
「
正
学
者
申
ニ
不
レ

及
、
兼
学
・
外
学
に
至
ま
て
、
涯

分
致
二

煉
磨
一

」
て
、「
護
法
の
忠
節
を
尽
し
、
名
分
を
知
、
御
国
体
を
弁
へ
、
真
俗
二
諦
不
二

相
妨
一

様
、
門
徒
末
々

迄
も
厚
申
諭
、
諸
共
ニ
法
義
相
続
し
、
天
恩
を
感
戴
、
聊
に
て
も
国
家
之
御
裨
益
ニ
相
成
候
ハ
」、「
予
か
勤
王
之
微

衷
行
届
可
レ

申
本
懐
不
レ

可
レ

過
候
」
と
教
示
し
た
。
こ
の
直
命
に
よ
っ
て
混
迷
す
る
政
治
状
況
に
対
応
す
る
教
団
の

基
本
方
針
・
態
度
を
示
し
た
。

広
如
宗
主
の
御
遺
訓
の
御
書
・
真
俗
二
諦
説　

明
治
四
年
七
月
、
広
如
宗
主
は
病
状
が
深
刻
化
し
た
た
め
、
明
如

新
門
に
遺
訓
を
口
授
し
て
筆
記
さ
せ
た
（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
六
巻 

同
朋
舎 

昭
和
五
十
八
年
）。

夫
、
皇
国
に
生
を
う
け
し
も
の
、
皇
恩
を
蒙
ら
さ
る
ハ
あ
ら
す
、
殊
に
方
今
維
新
の
良
政
を
し
き
給
ひ
、
内

億
兆
を
保
安
し
、
外
万
国
に
対
峙
セ
ん
と
、
夙
夜
に
叡
慮
を
労
し
給
へ
ハ
、
道
に
ま
れ
俗
に
ま
れ
た
れ
か
王
化

を
た
す
け
、
皇
威
を
耀
し
奉
ら
さ
る
へ
け
ん
や
、
況
や
仏
法
の
世
に
弘
通
す
る
こ
と
、
偏
に
国
王
大
臣
の
護
持
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